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「適正な電力取引についての指針」改定案（新旧対照表） 

 

 

改 定 後 現   行 

適正な電力取引についての指針 

 

令和●年●月●日 

 

公正取引委員会 

経 済 産 業 省 

適正な電力取引についての指針 

 

令和７年１月３１日 

 

公正取引委員会 

経 済 産 業 省 

 

 

第一部 適正な電力取引についての指針の必要性と構成 

 

（略） 

 

第二部 適正な電力取引についての指針 

 

Ⅰ （略） 

 

Ⅱ 卸売分野等における適正な電力取引の在り方 

 

１ （略） 

 

２ 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為及び問題となる行為 

 

（１） （略） 

 

（２） （略） 

 

（３） 卸電力市場の透明性 

 

 

 

第一部 適正な電力取引についての指針の必要性と構成 

 

 （略） 

 

第二部 適正な電力取引についての指針 

 

Ⅰ （略） 

 

Ⅱ 卸売分野等における適正な電力取引の在り方 

 

１ （略） 

 

２ 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為及び問題となる行為 

 

（１） （略） 

 

（２） （略） 

 

（３） 卸電力市場の透明性 

 

資料８－１ 



 

ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為 

 

① （略） 

 

② （略） 

 

③ スポット市場における売り札 

 

  （略） 

また、スポット市場において売り札を入れる事業者のうち、市場支配力

を有する可能性の高い事業者（注３）においては、余剰電力の全量を限界費

用に基づく価格で入札することが特に強く求められる。したがって、当該

事業者がこれに反して、合理的な理由なく、限界費用に基づく価格よりも

高い価格で市場に供出した場合や、余剰電力の全量を市場に供出しなかっ

た場合においては、下記イ③における「市場相場を変動させることを目的

として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しな

いこと」に該当することが強く推認される一要素となる。 

 

 （略） 

 

（注３）市場支配力を有する可能性の高い事業者とは、地域間連系線のスポッ

ト市場入札時点における年平均分断発生率が、直近５年間において１０パ

ーセント以上となる年が３年以上継続する場合に、連系線は分断している

ものとして区分した地理的範囲において、当該範囲における総発電容量に

対して保有する発電容量（発電事業者との長期かつ固定的な相対契約によ

り確保している発電容量を含む。）が２０パーセントを超える、又は、当該

範囲における主要な供給者（Pivotal Supplier：当該範囲の年間ピーク需要

を満たすために当該供給者が保有する供給力が不可欠とされる供給者）と

判定される電気事業者のことをいう。 

 

 

（略） 

 

ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為 

 

① （略） 

 

② （略） 

 

③ スポット市場における売り札 

 

  （略） 

また、スポット市場において売り札を入れる事業者のうち、市場支配力

を有する可能性の高い事業者（注３）においては、余剰電力の全量を限界費

用に基づく価格で入札することが特に強く求められる。したがって、当該

事業者がこれに反して、合理的な理由なく、限界費用に基づく価格よりも

高い価格で市場に供出した場合や、余剰電力の全量を市場に供出しなかっ

た場合においては、下記イ③における「市場相場を変動させることを目的

として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しな

いこと」に該当することが強く推認される一要素となる。 

 

 （略） 

 

（注３）市場支配力を有する可能性の高い事業者とは、地域間連系線のスポッ

ト市場入札時点における月別分断発生率が継続して高い連系線（具体的に

は、北海道本州間連系設備、東京中部間連系設備、及び、中国九州間連系

線）により４区分した地理的範囲において、当該範囲における総発電容量に

対して保有する発電容量（発電事業者との長期かつ固定的な相対契約によ

り確保している発電容量を含む。）が２０パーセントを超える、又は、当該

範囲における主要な供給者（Pivotal Supplier：当該範囲の年間ピーク需要

を満たすために当該供給者が保有する供給力が不可欠とされる供給者）と

判定される電気事業者のことをいう。 

 

 

（略） 

 



 

附則 本指針の適用  

 

令和●年●月●日の改定後の本指針は、同日から適用する。  

 

市場支配力を有する可能性の高い事業者の判定基準に関する経過措置  

 

当分の間、第二部Ⅱ２（３）ア③注３によらず、以下に該当する事業者

について、第二部Ⅱ２（３）ア③に規定する市場支配力を有する可能性の

高い事業者とみなす。 

電力・ガス取引監視等委員会において、以下の基準※を満たすことを確認

した場合には、地域間連系線のスポット市場入札時における分断発生率の

平均を算出する期間（期間Ａ）を１月から３月、３月から６月、６月から

１２月と段階的に増加させると同時に、当該分断率の継続性を判断する期

間（期間Ｂ）を１年から２年、２年から３年と増加させる。その上で、判

定時の直近５年間の地域間連系線のスポット市場入札時点において期間Ａ

に基づき算出した分断発生率が１０パーセントを超える期間が、期間Ｂに

わたって継続する場合には連系線は分断しているものとして区分した地理

的範囲において、総発電容量の５０パーセントを超える発電容量（発電事

業者との長期かつ固定的な相対契約により確保している発電容量を含む。）

を保有する電気事業者、又は、当該範囲における主要な供給者（Pivotal 

Supplier：当該範囲の年間ピーク需要を満たすために当該供給者が保有す

る供給力が不可欠とされる供給者）と判定される電気事業者。上記の確認

は、毎年度行うものとする。 

 

※基準 

令和６年度における市場支配力を有する可能性の高い事業者（北海道電

力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、

株式会社 JERA、中部電力ミライズ株式会社、北陸電力株式会社、関西電

力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社）

について、 

① 判定時の直近１年間において、市場支配力を有する可能性の高い事業者

により相場操縦事案等の問題行動が認められないこと（例えば、電気事

業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告を受けた事業者による再発

附則 本指針の適用  

 

令和７年１月３１日の改定後の本指針は、同日から適用する。  

 

市場支配力を有する可能性の高い事業者の判定基準に関する経過措置  

 

当分の間、本指針の適用開始の前月から直近５年間の各月において地域

間連系線のスポット市場入札時点における月別分断発生率が一定の値を超

える月がある場合には連系線は分断しているものとして区分した地理的範

囲において、総発電容量の５０パーセントを超える発電容量（発電事業者

との長期かつ固定的な相対契約により確保している発電容量を含む。）を保

有する電気事業者は、第二部Ⅱ２（３）ア③に規定する市場支配力を有す

る可能性の高い事業者と判定される電気事業者とみなす。なお、当該一定

の値については、５パーセントとし、１年ごとに分断発生状況等を確認し

た上で見直しを検討する。 

 

 

 



 

防止策が完了したと認められる時期から１年以上が経過している等） 

② 判定時において、平均化する期間を増加させて市場範囲を画定した場

合、市場支配力を有する可能性の高い事業者に該当しなくなる事業者に

ついて、第二部Ⅱ（卸売分野等における適正な電力取引の在り方）に規

定する望ましい行為を履践していること 

③ 判定時において、市場支配力を有する可能性の高い事業者に該当しない

事業者について、電力・ガス取引監視等委員会の調査により、市場価格

を操作するための売惜しみ等問題となる行為が認められないこと 

④ 判定時において、平均化する期間を増加させて市場範囲を画定した場

合、市場支配力を有する可能性の高い事業者に該当しなくなる事業者が

供給するエリアにおいて、判定時における「内外無差別な卸売等のコミ

ットメントに基づく評価の考え方」に基づき、内外無差別な卸売が担保

されていること 

 

 

 


